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富山短期大学ハラ ス メ ン ト の 防止等に 関する 規程

第１ 章 総則

（ 目的）

第１ 条 こ の規程は、 富山短期大学（ 以下「 本学」 と いう 。） において、 セク シャ ルハラ ス メ ント 、 アカ

デミ ッ ク ハラ ス メ ント 、 パワ ーハラ ス メ ント 、 マタ ニティ ハラ ス メ ント 等及びその他のハラ ス メ ント

（ 以下「 ハラ ス メ ント 」 と いう 。） の防止のための措置並びにハラ ス メ ント に起因する 問題が生じ た場

合に適切に対応する ための措置について必要な事項を定める こ と によ り 、 本学のすべての学生、 教育職

員、 事務職員及び関係者（ 有期雇用、 時間雇用及び派遣職員等も 含む。 以下「 教職員及び学生等」 と い

う 。） に、 公正、 安全で快適な環境の下に、 学習、 教育、 研究及び就業の機会と 権利を保障する こ と を

目的と する 。

（ 定義）

第２ 条 こ の規程において「 セク シャ ルハラ ス メ ント 」 と は、 相手方の意に反する 性的な言動によ り 、 相

手方に不快感その他の不利益を与え、 学習、 教育・ 研究又は就業環境を悪化さ せる こ と をいう 。

２ こ の規程において「 アカデミ ッ ク ハラ ス メ ント 」 と は、 教育・ 研究の場における 地位又は権力を利用

し て行う 不適切な言動、 指導又は待遇によ り 、 相手方の学習・ 研究意欲を低下さ せ、 又は学習・ 研究環

境を悪化さ せる こ と をいう 。

３ こ の規程において「 パワ ーハラ ス メ ント 」 と は、 職場における 地位又は権力を利用し て行う 不適切な

言動、 指導又は待遇によ り 、 相手方の就労意欲を低下さ せ、 又は労働環境を悪化さ せる こ と をいう 。

４ こ の規程において「 マタ ニティ ハラ ス メ ント 等」 と は、 職場において、 教育職員、 事務職員及び関係

者（ 有期雇用、 時間雇用及び派遣職員等も 含む。 以下「 教職員等」 と いう 。） の妊娠・ 出産、 育児・ 介

護に関する 制度又は措置の利用に関する 言動によ り 労働環境を害する こ と 並びに妊娠・ 出産等に関する

言動によ り 女性の労働環境を害する こ と をいう 。

５ こ の規程において ｢その他のハラ ス メ ント ｣ と は、 前各項以外の不適切な言動であって、 相手方に不

快感その他の不利益を与える も のをいう 。

第２ 章 管理体制及び禁止行為

（ 学長の責務）

第３ 条 学長は、 本学のハラ ス メ ント の防止及び対応に関する 事務を総括する 。

（ 教職員及び学生等の責務）

第４ 条 副学長は学長を補佐し 、 本学のハラ ス メ ント の防止に努める と と も に、 こ れに関する 問題が生じ

た場合に迅速、 適切に対処する も のと する 。

２ 本学の各学科、 専攻科、 部、 館（ 以下「 学科等」 と いう 。） の長は、 教職員及び学生等に対し 、 こ の

規程を周知徹底し 、 ハラ ス メ ント の防止に努める と と も に、 こ れに関連する 問題が生じ た場合に迅速、

適切に対処し なければなら ない。

３ 教職員及び学生等を指導・ 監督する 地位にある 者は、 次の事項に注意し てハラ ス メ ント の防止に努め

る と と も に、 ハラ ス メ ント が生じ た場合に当該事実を認めながら こ れを黙認する 等不適当な対応をし て

はなら ず、 迅速、 適切に対処し なければなら ない。

（ １ ） 日常の執務又は教育・ 研究を通じ た指導等によ り 、 ハラ ス メ ント に関し 、 教職員及び学生等の注意

を喚起し 、 その認識を深めさ せる こ と 。

（ ２ ） 教職員及び学生等の言動に十分な注意を払う こ と によ り 、 ハラ ス メ ント が生じ る こ と がないよ う 配

慮する こ と 。

４ 教職員及び学生等は、 以下に掲げる ハラ ス メ ント に該当する 行為をし てはなら ない。



ま た、 こ れら の行為を見聞き し た場合も こ れを黙認する 等、 不適当な対応をし てはなら ない。

（ １ ） セク シャ ルハラ ス メ ント

ア不必要な身体への接触

イ容姿及び身体上の特徴に関する 不必要な発言

ウプラ イ バシーの侵害

エう わさ の流布

オ交際・ 性的関係の強要

カわいせつな図画の閲覧、 配布、 掲示

キ性的な言動への抗議又は拒否を行った教職員及び学生等に対し 、 就労上・ 就学上の不利益を与える 

行為

ク性的な言動によ り 、 他の教職員及び学生等の就労・ 就学意欲を低下せし め、 能力の発揮を阻害す

る 行為

コ その他、 教職員及び学生等に不快感を与える 性的な言動

（ ２ ） アカデミ ッ ク ハラ ス メ ント

ア 学習、 研究活動の妨害

イ 卒業、 進級、 修了の妨害

ウ 選択権の妨害

エ 指導業務の放棄、 指導上の差別

オ 研究成果の搾取

カ 精神的な虐待

キ 暴力

ク 誹謗及び中傷

ケ 不適切な環境下での指導の強制

コ 権力の乱用

サ プラ イ バシーの侵害

シ 他大学の学生、 留学生、 聴講生、 ゲス ト などへの排斥行為

セ その他教育・ 研究の場における 地位又は権力を利用し て行う 不適切な言動、 指導又は待遇

（ ３ ） パワ ーハラ ス メ ント

ア暴行、 傷害など身体的な攻撃

イ脅迫、 名誉棄損、 侮辱、 ひどい暴言など精神的な攻撃

ウ隔離、 仲間外し 、 無視など人間関係から の切り 離し

エ業務上明ら かに不要なこ と や遂行不可能なこ と の強制、 仕事の妨害など過大な要求

オ業務上の合理性なく 、 能力や経験と かけ離れた程度の低い仕事を命じ る こ と や仕事を与えないこと 

など過小な要求

カ私的なこ と に過度に立ち入る こ と など個の侵害

キその他職場における 地位又は権力を利用し て行う 不適切な言動、 指導又は待遇

（ ４ ） マタ ニティ ハラ ス メ ント 等

ア教職員等の妊娠・ 出産、 育児・ 介護に関する 制度や措置の利用等に関し 、 解雇その他不利益な取扱

いを示唆する 言動

イ教職員等の妊娠・ 出産、 育児・ 介護に関する 制度や措置の利用を阻害する 言動

ウ教職員等が妊娠・ 出産、 育児・ 介護に関する 制度や措置の利用をし たこ と によ る 嫌がら せ等

エ教職員等が妊娠・ 出産等し たこ と によ り 、 解雇その他不利益な取扱いを示唆する 言動

オ教職員等が妊娠・ 出産等し たこ と に対する 嫌がら せ等
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（ ５ ） その他のハラ ス メ ント

前各項以外の不適切な言動で、 相手方に不快感その他の不利益を与える こ と

（ 懲戒）

第５ 条 前条第４ 項に該当する 事実が認めら れた場合は、 就業規則第２ ３ 条及び第２ ４ 条に基づき 懲戒処

分を行う 。 懲戒の適用区分は、 行為の具体的態様（ 時間・ 場所・ 内容・ 程度）、 当事者の関係、 被害者

の対応（ 告訴等） ・ 心情等を総合的に判断し 、 決定する 。

第３ 章 相談窓口の設置

（ 相談等への対応）

第６ 条 教職員及び学生等から のハラ ス メ ント に関する 相談及び苦情の申出（ 以下「 相談等」 と いう 。）

に対応する ため、 学科等に相談窓口を置く 。

２ 相談窓口に相談員を置き 、 相談員は、 学級担任、 保健室看護師、 学科等の長と する 。 ただし 、 ハラ ス

メ ント に起因する 問題の内容等に学科等の長が関係する 場合は学長と する 。

（ 相談等の周知）

第７ 条 学長は、 相談窓口における 相談等を受け付ける 方法その他必要な事項を教職員及び学生等に周知

する 。

２ 学科等の長は、 必要に応じ て当該学科等における 相談等を受け付ける 方法その他必要な事項を当該教

職員及び学生等に周知する も のと する 。

（ 相談員の責務等）

第８ 条 相談員は、 相談等を受けたと き は、 当該相談等の把握に努め、 相談等を行った者（ 以下「 相談

者」 と いう 。） に対し 、 必要な指導又は助言を行う 。

２ 相談等を受けた相談員は、 相談者の同意を得て相談者が所属する 学科等の長に報告する も のと する 。

当該ハラ ス メ ント に起因する 問題の内容等に学科等の長が関係する 場合は、 学長に報告する も のと す

る 。

３ 相談等を受けた相談員は、 必要事項を相談受付票に記録し 、 保管する 。

第４ 章 対策委員会の設置

（ 対策委員会）

第９ 条 本学に、 ハラ ス メ ント の防止及び問題解決に関する 具体的な施策を推進する ために、 ハラ ス メ ン

ト 防止対策委員会（ 以下「 対策委員会」 と いう 。） を置く 。

２ 対策委員会は、 第12条第1項の規定の対策委員をも って組織する 。

３ 対策委員会に委員長及び副委員長各1名を置く 。

４ 委員長は、 対策委員会を招集し 、 その議長と なる 。

５ 副委員長は、 委員長を補佐し 、 委員長に事故ある と き 、 又は委員長が欠けたと き は、 その職務を代理

し 、 又はその職務を行う 。

６ 対策委員会は、 必要に応じ て対策委員以外の者を会議に出席さ せ、 報告又は意見を聴く こ と ができ

る 。

（ 報告）

第10条 第８ 条第２ 項の報告を受けた学科等の長及び学長は、 相談者が当該相談し たハラ ス メ ント に起因

する 問題について、 対策委員会に報告し なければなら ない。

（ 対策委員会の任務）

第11条 対策委員会の任務は、 次の事項と する 。

（ １ ） ハラ ス メ ント が生じ た場合の対応を行う こ と 。



（ ２ ） ハラ ス メ ント の防止に係る 実態調査及び情報収集に関する こ と 。

（ ３ ） ハラ ス メ ント の防止に係る 啓発及び研修の推進に関する こ と 。

（ ４ ） 前2号について学園の設置する 各学校間の調整に関する こ と 。

（ ５ ） 相談員の職務に係る 具体的事項の検討に関する こ と 。

（ ６ ） 相談員の行った対応の確認及び検討に関する こ と 。

（ ７ ） ハラ ス メ ント 調査委員会（ 以下「 調査委員会」 と いう 。） の設置及び委員の構成に関する こ と 。

（ ８ ） ハラ ス メ ント の再発防止に係る 改善策の検討及び実施に関する こ と 。

（ ９ ） ハラ ス メ ント に係る 懲戒など重要な事項に関する こ と 。

２ 学長は、 対策委員会の調査及び検討結果等を理事長に報告する も のと する 。

（ 対策委員の選任等）

第12条 対策委員会は、 次に掲げる 者をも って構成する 。 ただし 、 当該ハラ ス メ ント の当事者と なる 場合

は、 こ の限り ではない。

（ １ ） 学長

（ ２ ） 副学長

（ ３ ） 常務理事

（ ４ ） 事務部長

（ ５ ） 教務部長

（ ６ ） 学生部長

（ ７ ） 学長の指名する 者（ 前各号に掲げる も のを除く ）

２ 対策委員会の委員長は、 学長と する 。

（ 対策委員会の運営）

第13条 対策委員会は委員長が召集し 、 その議長と なる 。

２ 対策委員会は、 委員の過半数の出席によ って成立し 、 出席委員の過半数をも って決議する 。

３ 委員長は、 必要に応じ て出席委員の過半数の同意を得て、 対策委員会を非公開と する こ と ができ る 。

４ 対策委員会は、 必要に応じ て委員以外の者の出席を求め、 その意見を聴く こ と ができ る 。

（ 結果の当事者への通知、 公表）

第14条 対策委員会は、 対応方針又は措置を決定し たと き 、 速やかに、 相談者に通知する も のと する 。

２ 対策委員会は、 前項の通知が行われた場合において、 当事者の名誉やプラ イ バシーの保護についての

配慮を十分に行ったう えで、 こ れを公表する こ と ができ る 。

（ 事務局）

第15条 対策委員会の事務は、 事務部で行う 。

（ 調査委員会）

第16条 対策委員会は、 相談員及び対策委員会の対応によ って解決でき ないハラ ス メ ント に関する 問題に

ついて、 当該事案の事実関係を調査する ため、 必要に応じ 調査委員会を設置る こ と ができ る 。

２ 調査委員会は、 ３ 名以上の調査委員をも って組織する 。

（ 調査委員会の任務）

第17条 調査委員会がハラ ス メ ント に関する 調査を行う に当たっては、 当事者、 相談員及び関係者から 公

正な立場で事情聴取を行う も のと し 、 必要に応じ て関係書類等の提出を求める こ と ができ る 。

２ 調査委員会は、 審査開始後2カ月以内に調査を終了さ せなければなら ない。 ただし 、 調査に時間を要

する 等、 特段の事情がある 場合は、 こ の限り でない。

３ 調査委員会は、 その調査結果について、 書面をも って対策委員会に報告し なければなら ない。

（ 調査委員の選任）

第18条 調査委員は、 対策委員会の推薦によ り 、 対策委員会委員長が指名する 。



−212−

２ 前項の指名に当たっては、 相談員及び当事者に関係ある 者を除外し 、 男女構成比等委員の構成に十分

配慮し なければなら ない。

３ 対策委員会委員長は、 必要と 認めた場合、 学園外の専門家に調査委員を委嘱する こ と がで き る 。

４ 調査委員の氏名は、 公表し ない。

（ 遵守事項）

第19条 相談者、 当事者及び関係者は、 相談、 事情聴取等に際し ては真実を述べ、 偽り の申出をし てはな

ら ない。

２ 当事者又はその関係者は、 いかなる 場合においても 相談者及びその関係者に対し て、 報復的行為その

他不利益な取扱いをし てはなら ない。 対策委員会は、 そのよ う な行為又は取扱いの行われないよ う 配慮

する も のと する 。

３ こ の規程に関わる 委員、 相談員及びその他手続き において関係する 者は、 次の事項を遵守し なければ

なら ない。

（ １ ） 職務上知り 得た情報を他に漏ら さ ないこ と 。

（ ２ ） 職務の遂行に当たって、 相談者、 当事者及び関係者の名誉、 プラ イ バシー等の人権を不当に侵害し

ないこ と 。

（ ３ ） 相談者及び関係者がハラ ス メ ント に関し 相談し たこ と 又は事実関係の確認に協力し たこ と 等を理由

と し て、 不利益な取扱いをおこ なわないこ と 。

（ 事務）

第20条 こ の規程に関する 事務は、 事務部において処理する 。

（ 改廃）

第21条 こ の規程の改廃は、 対策委員会の議を経て、 学長が行う 。

附 則

１ こ の規程は、 平成25年９ 月19日から 施行する 。

２ こ の規程の施行によ り 、 平成21年９ 月10日施行の「 富山短期大学セク シャ ル・ ハラ ス メ ント の防止に

関する 規程」 は廃止する 。

附 則

第11条第１ 項第７ 号、 同条第２ 項、 第16条第１ 項、 第17条第３ 項、 第18条第１ 項及び同条第３ 項の改正規

定は、 平成26年６ 月12日から 施行する 。

附 則

こ の規程は、 平成29年１ 月１ 日から 施行する 。


